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(57)【要約】
【課題】液晶層内に混入した異物が液晶中に溶出、拡散
、再凝集した場合において配向不良領域が表示領域内に
発生することを抑制する液晶表示装置を提供することを
目的とする。
【解決手段】　この発明に係る液晶表示装置は、液晶中
の不純物が凝集するＩＴＯ電極露出部をブラックマトリ
ックスと重なる部分に設けることにより、液晶層内に混
入した異物が同部分に再凝集する。つまり、両親媒性を
有する異物が液晶中に溶出、拡散したとしても、ブラッ
クマトリックス部分に再凝集させるものである。ブラッ
クマトリックス部分は、光の透過する部分ではないので
、異物があっても問題はなく、実効的に配向不良領域が
表示領域内に発生することを抑制できる。結果として、
表示不良の発生を軽減できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラックマトリックスにより区画されて二次元配列された複数のカラーフィルタと、こ
のカラーフィルタの上層に形成された第１電極と、この第１電極を覆う第１配向膜とを備
える第１透明基板と、
複数のスイッチング素子及びこれらに電気的に接続される第２電極と、この第２電極を覆
う第２配向膜とを備える第２透明基板とを有し、
前記第１配向膜と前記第２配向膜とが対向し、液晶層を挟むように前記第１透明基板と前
記第２透明基板とが貼り合わされてなる液晶パネルを有する液晶表示装置であって、
　前記第１電極は、前記第１配向膜及び前記第２配向膜と比較してより高い親水性を示す
材質であり、
　前記第１配向膜には、前記第１透明基板を平面視したときに前記ブラックマトリックス
と前記第１電極とが重なる位置に、前記第１電極が露出する開口を備えたことを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項２】
　ブラックマトリックスにより区画されて二次元配列された複数のカラーフィルタと、こ
のカラーフィルタの上層に形成された第１電極と、この第１電極を覆う第１配向膜とを備
える第１透明基板と、
複数のスイッチング素子及びこれに電気的に接続される第２電極と、この第２電極を覆う
第２配向膜とを備える第２透明基板とを有し、
前記第１配向膜と前記第２配向膜とが対向し、液晶層を挟むように前記第１透明基板と前
記第２透明基板とが貼り合わされてなる液晶パネルを有する液晶表示装置であって、
　前記第２電極は、前記第１配向膜及び前記第２配向膜と比較してより高い親水性を示す
材質であり、
　前記第２配向膜には、前記第１透明基板及び前記第２透明基板を平面視したときに前記
ブラックマトリックスと前記第２電極とが重なる位置に、前記第２電極が露出する開口を
備えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　ブラックマトリックスにより区画されて二次元配列された複数のカラーフィルタと、こ
のカラーフィルタの上層に形成された第１電極と、この第１電極を覆う第１配向膜とを備
える第１透明基板と、
複数のスイッチング素子及びこれに電気的に接続される第２電極と、この第２電極を覆う
第２配向膜とを備える第２透明基板とを有し、
前記第１配向膜と前記第２配向膜とが対向し、液晶層を挟むように前記第１透明基板と前
記第２透明基板とが貼り合わされてなる液晶パネルを有する液晶表示装置であって、
　前記第１電極及び前記第２電極は、前記第１配向膜及び前記第２配向膜と比較してより
高い親水性を示す材質であり、
　前記第１配向膜には、前記第１透明基板を平面視したときに前記ブラックマトリックス
と前記第１電極とが重なる位置に、前記第１電極が露出する開口を備え、
更に、前記第２配向膜には、前記第１透明基板及び前記第２透明基板を平面視したときに
前記ブラックマトリックスと前記第２電極とが重なる位置に、前記第２電極が露出する開
口を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　ブラックマトリックスにより区画されて二次元配列された複数のカラーフィルタと、こ
のカラーフィルタの上層に形成された第１電極と、この第１電極を覆う第１配向膜とを備
える第１透明基板と、
複数のスイッチング素子及びこれに電気的に接続される第２電極と、この第２電極を覆う
第２配向膜とを備える第２透明基板とを有し、
前記第１配向膜と前記第２配向膜とが対向し、液晶層を挟むように前記第１透明基板と前
記第２透明基板とが貼り合わされてなる液晶パネルを有する液晶表示装置であって、
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　前記第１電極又は前記第２電極は、前記第１配向膜及び前記第２配向膜と比較してより
高い親水性を示す材質であり、
　前記液晶表示装置の表示領域の周囲であって、
前記第１電極と前記第１配向膜とが重なる位置にある前記第１電極が露出する開口、又は
前記第２電極と前記第２配向膜とが重なる位置にある前記第２電極が露出する開口の少な
くとも何れか一方の開口を備えることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　第１電極又は第２電極の何れか一方、或いは第１電極および第２電極の双方が、ＩＴＯ
であることを特徴とする請求項１から請求項４の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　第１配向膜又は第２電極に設けられる開口によって露出する前記第１配向膜または前記
第２電極の露出面積の総和が、液晶表示装置の表示領域の面積の５％以上であることを特
徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　第１電極が露出する開口又は第２電極が露出する開口は、第１透明基板及び第２透明基
板を平面視したときに、二次元配列された複数のカラーフィルタの配列の間に設けられ、
前記カラーフィルタの配列方向に沿って延伸した形状であることを特徴とする請求項１か
ら請求項４の何れか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示装置に係り、特に、表示品質を向上させる技術に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビやパソコンのディスプレイなどにおいて液晶表示装置が注目を集めている
。液晶表示装置は薄型、低消費電力という特徴を有し、携帯電話などの小型機器からテレ
ビなどの大型機器まで幅広く利用されており、これからも民生用から産業用まで数多くの
需要が見込める分野の一つであると言える。
【０００３】
　はじめに、一般的な液晶表示装置の構成を説明する。液晶表示装置は、大別して、液晶
パネル、光源装置（バックライト）と、これらを組み付けるフレーム類とから構成されて
いる。
【０００４】
　液晶パネルは、透明ガラス基板上に遮光部であるブラックマトリックス部により隔てら
れた赤、青、緑の３種類の色材によるカラーフィルタを配置したカラーフィルタ基板と薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）を配置したＴＦＴアレイ基板の２枚のガラス基板を互いに平行
に対向させて貼り合せたものである。
【０００５】
　詳細には、これらの２枚のガラス基板の表面（それぞれカラーフィルタと薄膜トランジ
スタが配置されている面）には、透明電極であるＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉ
ｄｅ）、更にＩＴＯの上層に液晶を配向させるための配向膜が塗布されている。また、基
板間に一定の間隔を保つために、スペーサーが用いられている。そして、基板間には液晶
が注入され、ガラス基板の周囲はシール材により封止されている。また、シール材中には
シール材塗布部分の基板間の間隔を一定に保つためにマイクロロッドが混入されている。
更に、これらの両基板の外側に偏光板を設けたものを液晶パネルとしている。
【０００６】
　また、液晶表示装置は、一般的に液晶パネルがバックライトとフレーム類に挟持された
構造を有している。詳細には、液晶パネルと、液晶パネルの下に配置された液晶表示パネ
ルに光を供給するバックライトと、液晶パネルの外周部の外側に配置した液晶駆動用回路
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基板等とで液晶表示装置は構成されている。
【０００７】
　上述のような液晶表示装置では、液晶パネルにおいて発生する表示不良は製造工程後半
まで発見することが難しい。つまり、液晶パネルにおける表示不良は、様々な要因により
発生するからである。例えば、基板上のＴＦＴやカラーフィルタを起因として発生する不
具合、配向膜を起因として発生する不具合、異物の混入を起因として発生する不具合等、
である。そのため、液晶パネルが表示可能となってはじめて発見されるものであるので、
製造工程後半まで表示不良を発見することができず、液晶パネルの製造コスト増加の大き
な原因となっている。
【０００８】
　上述の表示不良の原因のうち、特に異物の混入は、製造工程全体を通して発生するもの
であり、様々な対策が講じられている。例えば、特許文献１、２に開示されている方法で
は、基板端部や表示領域の近傍部分に異物除去部を設けることによって、ラビング布由来
の異物やラビング布に付着した異物の表示領域内への混入を抑制するという方法をとって
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１‐３１８３８０号公報
【特許文献２】特開２００４‐２４０１４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、製造工程中には界面活性剤のような両親媒性を有する異物が混入するこ
ともあり、そのような異物がパネル内に混入した際には、液晶中に異物が溶出、拡散、再
凝集することで配向不良領域を形成してしまうことがある。このような場合は、従来の方
法では異物が再凝集した際の配向不良領域の発生する領域を制限することができず、表示
不良の発生の抑制に対しては十分ではなかった。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、液晶層
内に混入した異物が液晶中に溶出、拡散、再凝集した場合において配向不良領域が表示領
域内に発生することを抑制する液晶表示装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明に係る液晶表示装置は、ブラックマトリックスにより区画されて二次元配列さ
れた複数のカラーフィルタと、このカラーフィルタの上層に形成された第１電極と、この
第１電極を覆う第１配向膜とを備える第１透明基板と、複数のスイッチング素子及びこれ
らに電気的に接続される第２電極と、この第２電極を覆う第２配向膜とを備える第２透明
基板とを有し、第１配向膜と第２配向膜とが対向し、液晶層を挟むように第１透明基板と
第２透明基板とが貼り合わされてなる液晶パネルを有する液晶表示装置であって、第１電
極は、第１配向膜及び第２配向膜と比較してより高い親水性を示す材質であり、第１配向
膜には、第１透明基板を平面視したときにブラックマトリックスと第１電極とが重なる位
置に、第１電極が露出する開口を備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　液晶層内に混入した異物が液晶中に溶出し、さらに拡散し、そして再凝集する場合にお
いて、この発明に係る液晶表示装置を上記のように構成したことにより、再凝集した異物
によって配向不良領域が表示領域内に発生することを抑制する。そのため、表示不良の発
生を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係わる液晶表示装置の構成を示す模式図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係わる液晶表示装置の第１透明基板の平面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係わる液晶表示装置の断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係わる液晶表示装置において、ＩＴＯ電極露出部の面積
と表示不良の発生率との相関を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係わる液晶表示装置の第１透明基板の平面図である。
【図６】本発明の実施の形態３に係わる液晶表示装置の第１透明基板の平面図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係わる液晶表示装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
実施の形態１．
　はじめに、本発明の液晶表示装置の全体構成について、図面を参照しながら説明する。
本形態では、一例としてＴＦＴ（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）をスイッチ
ング素子に用いて動作される液晶表示装置について説明する。なお、図は模式的なもので
あり、示された構成要素の正確な大きさなどを反映するものではない。特記する場合を除
いて、液晶表示装置の全体構成は全ての実施の形態において共通である。また、同一の符
号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、このことは明細書の全文にお
いて共通することである。
【００１６】
　図１は、本形態に係る液晶表示装置の概略を示した平面図であって、液晶表示装置に組
み込まれている液晶パネル１と制御基板３０の構成、及びこれらの接続関係を説明するた
めの模式図である。本形態に係わる液晶表示装置は、大別して、液晶パネル１、液晶パネ
ル１に駆動信号を送る駆動用ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）などを装備
した制御基板３０、および光源となるバックライト（図示せず）を備えている。
【００１７】
　図１を参照して、液晶パネル１の上に配設された端子３２と制御基板３０とは、ＦＦＣ
（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ Ｆｌａｔ Ｃａｂｌｅ）３１を介して電気的に接続されている。なお
、図示されていないが、バックライトは、液晶パネル１の表示面の反対側でアレイ基板１
０に対向して配置されている。
【００１８】
　ここで、液晶表示装置の動作について説明する。
【００１９】
　例えば、制御基板３０から電気信号が入力されると、画素電極及び共通電極に駆動電圧
が加わり、駆動電圧に合わせて液晶の分子の方向が変わる。そして、バックライトの発す
る光が、第２透明基板（ＴＦＴアレイ基板）２０、液晶及び第１透明基板（カラーフィル
タ基板）１０を介して観察者側に透過或いは遮断されることにより、液晶パネルの表示面
に映像などが表示される。
【００２０】
　つぎに、液晶パネル１の構成について説明する。図２は、本形態におけるカラーフィル
タ基板（第１透明基板）１０の平面図であって、表示領域の角部分の拡大模式図である。
また、図３は液晶パネル１の断面図であって、図２中に示した破断線ＩＩＩで切断したと
きの断面である。
【００２１】
　液晶パネル１の構造は、基本的には、遮光部であるブラックマトリックスによって隔て
られた赤（Ｒ）、青（Ｂ）、緑（Ｇ）のカラーフィルタが配置された透明ガラス基板であ
る第１透明基板（カラーフィルタ基板）１０と、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が配置され
た透明ガラス基板である第２透明基板（ＴＦＴアレイ基板）２０とに対して、それぞれ、
透明電極であるＩＴＯ電極の設置、配向膜塗布、及び配向処理がされている。また、カラ
ーフィルタ基板１０とＴＦＴアレイ基板２０は、両者の間に液晶を挟持し、液晶パネル１
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を構成している。なお、カラーフィルタ基板１０およびＴＦＴアレイ基板２０間を所定の
間隔に保つためにスペーサー（図示せず）が設置されている。
【００２２】
　更に、液晶パネル１の構造について詳細に説明する。
　カラーフィルタ基板１０において、第一電極であるＩＴＯ電極１１の一部分が露出する
ように第一配向膜である配向膜１２がＩＴＯ電極１１のパターン上に塗布されている。
【００２３】
　図３を参照して、遮光部であるブラックマトリックス１５によって隔てられた赤（Ｒ）
１９、青（Ｂ）１８、緑（Ｇ）１７の各カラーフィルタが配置された第１透明基板（カラ
ーフィルタ基板）１０と、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が配置された第２透明基板２０の
両基板において、それぞれ第１電極であるＩＴＯ電極１１と、第１透明基板におけるブラ
ックマトリックス１５に対応する領域のＩＴＯ電極部分にＩＴＯ電極露出部１３を形成す
るように第１配向膜のパターン１２を形成している。
【００２４】
　つまり、本形態では、第１配向膜１２には、第１透明基板１０を平面視したときにブラ
ックマトリックス１５と第１電極１１とが重なる位置に、第１電極１１が露出する開口１
３を備えている。
【００２５】
　さらに、第２配向膜２２には、第１透明基板１０及び第２透明基板２０を平面視したと
きにブラックマトリックス１５と第２電極２１とが重なる位置に、第２電極２１が露出す
る開口２３を備えている。
【００２６】
　もっとも、ＩＴＯ電極が露出する開口（開口１３、開口２３）は、第１透明基板１０ま
たは第２透明基板２０の何れか一方でも良いし、双方に設けられてもよい。
【００２７】
　ここで、光漏れ視認性が最も低いのは、三種類のカラーフィルタのうち青（Ｂ）１８で
あるので、露出部１３を青（Ｂ）のカラーフィルタ１８の間に設けることが有効である。
つまり、仮にＩＴＯ電極露出部１３に凝集した異物による配向不良領域が表示領域まで拡
大したとしても、配向不良領域による光漏れによる表示不良は青（Ｂ）１８に集中するこ
とになる。しかし、青（Ｂ）１８の場合は光漏れ視認性が最も低いので、光漏れによる表
示不良の影響を最低限とすることが可能となる。なお、図２ではＩＴＯ電極１１の露出部
（すなわち、配向膜の開口）１３は青（Ｂ）のカラーフィルタ１８の間であるが、凝集し
た異物が小さければ、赤（Ｒ）のカラーフィルタ１９の間、緑（Ｇ）のカラーフィルタ１
７の間であっても構わない。
【００２８】
　上記のような構成によって、配向膜（第１配向膜１２，第２配向膜２２）と比較してよ
り高い親水性を示すＩＴＯ電極露出部（第１電極の露出部１３、第２電極の露出部２３）
が、露出して液晶６に接触するようになる。そして、液晶パネル中に両親媒性を有する異
物が混入した際には、高い親水性を示すＩＴＯ電極露出部（１３　第１電極の露出部、２
３　第２電極の露出部）に異物が再凝集するようになる。
【００２９】
　すなわち、本発明では、ＩＴＯ電極部を露出させるように配向膜をパターニングするこ
とを特徴としている。配向膜に用いられるポリイミドとＩＴＯの水接触角を比較すると、
ポリイミドが７０°であるのに対し、ＩＴＯは２０°程度である。両親媒性を示す異物は
より親水性が高い領域に凝集するため、ＩＴＯ電極露出部に優先的に凝集させることがで
きる。つまり、上述の異物が液晶中に溶出し、拡散し、再凝集することによって発生する
配向不良領域をＩＴＯ電極露出部に優先的に発生させることが可能となる。そして、他の
表示領域にはその分だけ凝集し難くなる。また、ＩＴＯ電極露出部を各基板における遮光
部（第１電極の露出部１３）、および遮光部に対向する領域（第２電極の露出部２３）に
形成することで、配向不良領域を遮光部に集めることが可能であり、配向不良領域によっ
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て表示品位を低下させることが抑制できるという効果を奏する。
【００３０】
　つまり、ＩＴＯ電極が露出している領域は第１透明基板１０におけるブラックマトリッ
クス１５部分である。また、第２透明基板２０側のＩＴＯ電極が露出している領域２３に
ついては、ブラックマトリックス１５と対向する領域である。そのため、異物の再凝集は
ＩＴＯ電極露出部（１３　第１電極の露出部、２３　第２電極の露出部）に優先的に発生
するが、再凝集した異物を起因とする配向不良領域は、第１透明基板１０（または第２透
明基板２０）を平面視したときにブラックマトリックス１５部分に発生することになる。
したがって、見かけ上表示領域に配向不良領域が発生することはなく、表示不良のない液
晶パネルを得ることができる。
【００３１】
　つぎに、液晶パネル１に対するＩＴＯ電極露出部の面積の占める割合についての検討結
果を以下に示す。本検討では、不純物０．１％を混入させた液晶を使用して液晶パネル１
を作製し、その液晶パネル１の所定面積の領域において発生した該当異物による配向不良
領域の個数と、液晶パネル面内においてＩＴＯ電極露出部の占める面積の割合についての
相関を確認している。ここで所定面積とは、液晶パネルを１０分割した際の１領域の面積
であり、発生個数とは分割した１０領域についての平均値を示している。
【００３２】
　図４に、ＩＴＯ電極露出部の面積（第１電極の露出部１３及び第２電極の露出部２３の
総面積）の占める割合と液晶パネル中の所定面積の領域に発生した該当異物を起因とする
配向不良領域の個数との相関を示す。図４より、ＩＴＯ電極露出部の占める面積割合が０
%である液晶パネルでは１０個以上の配向不良領域が発生していたが、面積割合が増加す
るにつれて配向不良領域の発生数が減少していき、面積割合が５％以上では発生数が０と
なっていることが分かる。これは、ＩＴＯ電極露出部の面積割合が増加するにつれて、液
晶中の不純物が凝集する領域が増加、表示領域内に発生する配向不良領域が減少し、面積
割合を５％以上とすることで、本検討で混入させた量の不純物は全てＩＴＯ電極露出部に
再凝集するということを示している。
【００３３】
　また、通常工程で製造して配向不良領域の発生が確認されたパネルにおいての上記所定
面積の領域と同様の領域における配向不良領域の発生個数は１～２個であったことから、
本実験の条件である液晶に混入させた不純物０．１％は通常の製造工程を通して混入する
不純物濃度より十分高いと考えられる。
【００３４】
　したがって、ＩＴＯ電極露出部の占める面積割合については、パネル面積の５％以上と
することで該当異物による配向不良領域を起因とする表示不良を抑制することが可能であ
る。
【００３５】
　なお、図２では第１透明基板１０について示しているが、第２透明基板２０においても
同様にＩＴＯ電極部を露出させるような配向膜パターンを有するようにできるので、いず
れか一方に液晶パネルの面積の５％以上のＩＴＯ電極露出部を有するようにすることもで
きる。
【００３６】
　また、本実施の形態では電極部分にＩＴＯを使用しているがこの限りではない。高い親
水性を示すものであれば、ＩＴＯに限定されない。例えばＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ‐Ｚｉｎ
ｃ　Ｏｘｉｄｅ）等を使用してもよい。
【００３７】
　以上をまとめると、液晶中の不純物が凝集するＩＴＯ電極露出部（第１電極の露出部１
３、第２電極の露出部２３）をブラックマトリックス１５と重なる部分に設けることによ
り、液晶層内に混入した異物が同部分に再凝集する。つまり、両親媒性を有する異物が液
晶中に溶出、拡散したとしても、ブラックマトリックス部分に再凝集させるものである。
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ブラックマトリックス部分は、光の透過する部分ではないので、異物があっても問題はな
く、実効的に配向不良領域が表示領域内に発生することを抑制できる。結果として、表示
不良の発生を軽減できる。
【００３８】
実施の形態２．
　図５は、本形態による液晶表示装置の液晶パネルの配向膜パターンの平面図を示すもの
である。本形態の液晶表示装置においては、上述した実施の形態１の配向膜パターンのＩ
ＴＯ電極露出部を変更した例について説明する。配向膜のＩＴＯ電極露出部についてのパ
ターン変更以外は、実施の形態１と同様の構成である。
【００３９】
　実施の形態１における配向膜パターンでは、ＩＴＯ電極露出部の形状は、図２中のＸ方
向についてはカラーフィルタ間の間隔と同一程度、図２中のＹ方向についてはカラーフィ
ルタの幅と同一程度としていた。しかし、本形態におけるＩＴＯ電極露出部４１の形状は
、図５中のＸ方向についてはカラーフィルタ間の間隔幅と同一程度、図５中のＹ方向につ
いては表示領域の一方端から他端まで届く幅程度としている。
【００４０】
　なお、本形態においても、ＩＴＯ電極露出部の面積がパネルの面積に対して５％以上を
占めていればよく、ＩＴＯ電極露出部は全てのカラーフィルタ間のブラックマトリックス
（遮光部）１５にある必要はない。
【００４１】
　さらに、実施の形態１、２については、ＩＴＯ電極露出部の形状がそれぞれカラーフィ
ルタの幅程度、パネル端部から端部までの幅と同程度と示しているが、その限りではない
。例えば、実施の形態１における幅（縦横ともに）の半分程度のものや、実施の形態１に
おける幅の複数倍のものでもよい。
【００４２】
　また、図５では第１透明基板１０について示しているが、第２透明基板２０においても
同様にＩＴＯ電極部を露出させるような配向膜パターンを有するようにしてもよい。また
、いずれか一方に液晶パネルの面積の５％以上の電極露出部を有するようにすることもで
きる。
【００４３】
　本構成によれば、ＩＴＯ電極露出部の形状は、長い線状の開口となるので、開口面積を
増やすことができ、異物による配向不良領域を起因とする表示不良を抑制する効果が向上
する。
【００４４】
実施の形態３．
　図６は、本形態による液晶表示装置の液晶パネルの配向膜パターンの平面図を示すもの
である。図７は、本形態の液晶パネルの配向膜パターンの断面図を示すものである。断面
位置は、図６のＶＩＩ線に沿った位置に対応している。本形態においては、上述した実施
の形態１の配向膜パターンのＩＴＯ電極露出部を変更した例について説明する。
【００４５】
　本形態における配向膜パターンでは、パネル周辺部における非表示領域にＩＴＯ電極露
出部４２を設けた。なお、配向膜パターンのＩＴＯ電極露出部４２についての変更以外に
ついては、実施の形態１と同様の構成である。
【００４６】
　本構成によれば、ＩＴＯ電極露出部を大きくとることができるので、不純物の多くをＩ
ＴＯ電極露出部４２に再凝集させることが可能となる。したがって、異物による配向不良
領域を起因とする表示不良を抑制する効果が向上する。
が可能になる。
【００４７】
　また、本形態における表示領域に形成されるＩＴＯ電極露出部１３の形状については、
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実施の形態１、２と同様の形状を示してもよい。或いは、非表示領域のＩＴＯ電極露出部
４２については非表示領域全体のＩＴＯ電極部を露出させなくてもよく、ＩＴＯ電極露出
部の面積がパネルの面積に対して５％以上を占めていれば効果的である。
【００４８】
　また、図７では第１透明基板１０について示しているが、第２透明基板２０においても
同様にＩＴＯ電極部を露出させるような配向膜パターンを有するようにしてもよい。また
、いずれか一方にパネル面積の５％以上の電極露出部を有するようにすることもできる。
【００４９】
　なお、上述した実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと解され
るべきである。本発明の範囲は、上述した実施形態の範囲ではなく、特許請求の範囲によ
って示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものであ
る。
【符号の説明】
【００５０】
　１　液晶パネル、６　液晶層、６　表示領域、７　非表示領域、８　シール材、
１０　第１透明基板（カラーフィルタ基板）、１１　第１電極（ＩＴＯ電極）、
１２　第１配向膜、１３　第１電極の露出部（第１配向膜の開口）、
１５　ブラックマトリックス、１６　カラーフィルタ、１７　カラーフィルタ（緑）、１
８　カラーフィルタ（青）、１９　カラーフィルタ（赤）、
２０　第２透明基板（ＴＦＴアレイ基板）、２１　第２電極（ＩＴＯ電極）、
２２　第２配向膜、２３　第２電極の露出部（第２配向膜の開口）、
３０　制御基板、３１　ＦＦＣ、３２　接続端子　、
４１　ＩＴＯ電極露出部、４２　ＩＴＯ電極露出部。

【図１】 【図２】
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